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基礎看護技術教育における実際の看護行為に関連づけた

生活援助技術領域の指導法の検討

田 中 結 華*・ 小 笠原 知 枝*・ 久 米 弥寿子*

辻 聡 子*・ 阿 曽 洋 子*・ 松 木 光 子** 

A STUDY OF TEACHING METHODS OF BASIC NURSING 


ART RELATED TO DAILY LIVING ACTIVITIES 


Yuka Tanaka, Chie Ogasawara, Yasuko Kume, Satoko Tsuji, Yoko Aso, Mitsuko Matsuki 

Abstract 

The Purpose of this study was to determine effective teaching methods related to the practical education of 
basic nursing art specifically in the area of Daily Living Activities. The research was based on actual behavior 
from a sample of 80 experienced registerednurses in surgical and medical units. 

The results are as follows 
1. The actual nursing techniques most frequently used in the clinically setting correlated closely with the 

basic nursing art that is currently taught in the university nursing curriculum. 
2. Results from a cluster analysis on actual nursing behavior indicated two important techniques "basic 

nursing care for patients in critical condition" and "patient rights and informed consent". 
These clusters show areas where more emphasis needs to be placed in the nursing education related to basic 

nursing art. 

Keywords: basic nursing art, daily living activities, teaching method, actual nursing techniques

要 約

大学における科学的・実践的な基礎看護技術教育を行うために、実際の生活援助領域の看護行為について、内

科 ・外科病棟の臨床経験5年 以上の看護婦80名 に質問紙調査 した結果に関連づけて、生活援助技術の指導法を

検討 した。

1)生	 活援助技術領域の看護行為は、臨床で高い頻度で実施 され、おおむね基礎看護技術の指導範囲と一致 し

てお り、基本的技術である事が示唆された。

2)臨	 床での生活援助の看護行為をクラスター分析 した結果、「最も重症度の高い患者への基本的ニーズ援助」

のクラスター 「患者のプライバシー保護 とインフォーム ドコンセ ント」のクラスター等が得 られ、基礎看

護技術での指導領域 と異なっていた。

以上の結果から、生活援助技術の指導法 として、基本的ニーズが高い重症患者のモデルを用いて、諸ニーズの

分析やケア計画を立て、複数の生活援助技術を統合して行うシミュレーション学習法などが考えられた。 また、

患者の権利を重視する生活援助技術の指導を強化してい く必要性 も示唆された。

キーワー ド:基 礎看護技術、生活援助技術、指導法、実際の看護行為

*大	 阪大学医学部保健学科**福 井医科大学医学部看護学科
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1.は じ め に

看護 とは、現にある、あるいは潜在する健康上の問題

に対する人間の反応に働 きかけるものであるi)。そ して、

看護介入が期待される人間の反応は、さまざまであるが、

申でも、セルフケアの限界、および休息、睡眠、呼吸、

循環、活動、栄養、排泄、皮膚、性、その他の領域にお

ける機能障害 といった、生活行動に関するものは重要で

ある。Johnsonは この様な生活行動 に直接働きかけ、生

活環境を整えた り、身体の清潔を保つ といった職務や諸

活動を看護に従事するものだけが責任 を持つ分野である

と述べている2)。この様な分野で用いられる生活援助技術

は、看護技術の中で治療処置技術 とともに伝統的にその

中心的な位置を占めてきた。今 日では、疾病構造の変化

に伴う入院患者の重症化や、高齢者の増加に伴って、ま

すます個々のニーズに応えるような生活援助技術が必要

とされている。

生活援助技術は従来か ら、基礎看護技術教育でも重視

されてきた領域である。その指導 は、看護学概論で学ん

だ看護の本質、対象、看護の役割、看護理論などの概念

を基礎知識として、学内の演習で初めて臨床ケアになぞ

らえた実践 を行う3)。これは学生にとって初めての体験で

あり、実際の患者像およびその生活イメージの形成も意

図しなが ら指導していく必要がある。

本学では4年 制看護大学として、より科学的な判断能

力や高度の実践能力 を持つ看護専 門職を育てることを目

標 としている。基礎看護技術での生活援助技術の授業で、

基礎的な理論と実践能力を修得し、対象者のQOLに 配慮

した生活援助実践 ・応用能力 を育成するものであること

を期待 している4)0

看護技術教育の構造の検討は、川島によるもの5佃 島ら

に よるもの6)、期待 され る到達度か らみたもの7・8)や、

チェックリス ト的なものが中心9-11)で、臨床での看護活動

との関連性の検討は、「臨床での達成期待度」からの視点

が多かった。その視点は、臨床側のスタッフの主観的認

識や期待に基づ くものであった。 これらの検討は、指導

項目や技術 ごとの目標設定に有効であった。 しか し技術

を個別に取 り上げるのみでは、実際の臨床場面の看護行

為とは乖離するため、より専門性の高い指導を行 うため

には、臨床での看護ケナと関連づけた指導法を検討する

ことが重要である。これは、臨床で行われるエキスパー

トナースの実践の中に患者のQOLを 向上あるいは保持

する技術のありようを学ぶことによって、指導の効果を

あげるためである。

大 阪大学看護学雑誌Vo1.4No.1(1998)

そこで、本研究は、エキスパー トナースが行 う生活援

助技術領域の実践を分析す ることにより、生活援助技術

の構造を明らかにし、大学 におけるより科学的な判断能

力や高度の実践能力の基礎 となる看護技術教育の指導法

の検討を目的としている。

II.研 究方法

(1)被 験者;1995年9～10月 に実施 された関西の看

護協会指導者研修会の受講者130名 。

(2)質 問紙 の形成;基 研礎看護技術 の教科書'2・'3}や

究9・'4)、 どを基に作成 し看護業務分類に関する研究'5-'9)な

た看護行動 日録表を用い、当大学病院内科 ・外科病棟の

臨床経験5～10年 の経験豊富な看護婦6名 を対象に、日

勤の一 日の看護行為を参加観察 した。観察された様々な

看護行為を検討し、生活援助技術領域の看護行為45項 目

を抽出し質問紙を作成した。これ らの看護行為の実施頻

度を、「毎 日行 う」「1週間に2～3回 」「1週間に1回 」

「月に2～3回 」「月に1回 かそれ以下」「実施なし」の

6段 階で問う評定尺度とした。なお、信頼性 については

看護行為に関する全質問の信頼性係数を、 α係数0.95に

よって確認 した。

(3)調 査の実施;研 修会の受講者に、調査の意図を説

明 した後、質問紙を配付 しその場で回収 した。

(4)分 析;単 純集計の他、各看護行為の実施頻度を、

「毎 日行う」「1週間に2～3回 」「1週間に1回 」「月に

.2～3回 」「月に1回 かそれ以下」「実施なし」の6段 階

で、5点 から0点 に点数化 し、集計及びクラスター分析

を行った。なお、分析は統計 ソフトウェアSPSSを 用いた。

皿.結 果

対象者130名 中、130名 の回答を得た。基礎看護技術

教育内容の検討のため、外科、内科、又はこれらの混合

病棟のス タッフ及び主任(副 婦長)計80名(被 験者の

61.5%)を 分析の対象者とした。

1.被 験 者 の プ ロ フ ィール(表1)

性 別 は女 性 が80名(100%)で あ った 。 平 均 年 齢 は348


±64歳 で 、26～50歳 ま で の 範 囲 で あ っ た。 看 護 職 の経


験 は平 均12.7±5.8年 で 、5～25年 の範 囲 で あ っ た。 現

在 の 職 場 は外 科 系 が39名(4&8%)と 最 も多 く、 次 い で


内 科 系29名(36.3%)、 外 科 系 と 内科 系 の 混 合 病 棟 が12


名(15,0%)の 順 に多 か った 。
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表1被 験 者 の プ ロ フ ィー ル

皿=80


項 目 人数(%)


性別


女性 80(100.0)


年齢

20歳代 19 (23.8) 
30歳代 39 (48.8) 
40歳代以上 22 (275)

看 護職の経験年数

5～9年 30 (37.5) 
10～14年 20 (25.0) 
15年 以上 29 (36.3)

現在の職場
,..
外科系病棟 39 

内科系病棟 29 (36.3) 

混合病棟 12 (15.0)

臨床指導経験

あり 54 (67.5) 
5年未満 39 (48.8) 
5年以上 12 (15.0) 

な し 26 (32.5)

2.臨 床看護婦の生活援助技術領域の看護行為

(1)実 施頻度

生活援助技術に関する45行 為の実施頻度の回答は、表

2に 示すとお りであった。実施頻度 「毎 日」が50%以 上

の看護行為は、「室内気候調整」「ケア時スクリーン」「車

椅子移動」「清拭」「体位変換」「褥瘡予防/安 楽物品貼

用」「ベッド高さ ・柵 ・ギャッジ調整」「離床援助」「配 ・

下膳の援助」「患者 ・家族に説明」などの14項 目(全 項

目の31.1%)で あった。 さらに、「毎 日」 と 「1週間に2

～3回 」の両者で、50%を こえる項目は30項 目(全 項 目

の66.7%)で あった。「なし」の項目が30%以 上であった

のは、「離被架等圧迫除去」「経管栄養」「ス トーマのケ

ア」「死後の処置」の4項 目だったが、その内、「1週間

に2～3回 」以上 の回答が0で あったのは、「死後の処

置」だけであった。

(2)各 看護行為の実施頻度の平均点

以上の回答 を元に、実施頻度の平均点(以 下、平均実

施頻度)を 算出した結果を、表3に 示 した。平均点が高

い上位5項 目は、「配 ・下膳の援助」、「体位変換」、「ケア

時スクリーン」、「ベ ッドの操作」、「患者 ・家族 に説明」

で、平均実施頻度4.0以 上の項 目は13項 目あった。以下、平

均実施頻度が3.5～4.0未 満の看護行為が12項 目あ り、

3.0～3.5未 満の行為が7項 目、2.0未 満の項 目は3項 目

(6.7%)で 、下位の行為から順に、「死後の処置」、「ス

トーマのケア」、「離被架等による圧迫の除去」であった。

実施頻度が高いと見られる3.5以 上の「かなり実施 してい

る」看護行為は全部で25項 目(全 項 目の55.6%)あ った。

(3)指 導領域別に見た実施頻度

これ らの各項 目を、本学の平均実施頻度の教授枠組み

(表4)に 基づ き、実施頻度を指導領域 によって6領 域

に分類 したところ、図1に 示すように、45項 目の うち、

42項 目(93.3%)が いずれかの領域に分類された。領域

別に平均実施頻度3.5以 上の項 目をみると、次のとお りで

あった。

①生活環境領域;「 ケア時スクリーン開閉」「ベッドの

操作」「室内気候調整」「病室の整理整頓」「ベ ッ ドの整

頓」「その他の整頓」の6項 目。

②清潔領域;「清拭」「寝衣交換」「洗面 ・口腔の清潔」

「含嗽援助」「陰部洗浄」の5項 目。

③活動 ・休息領域;「車イス移動援助」「体位変換」「離

床援助」「ベッドによる移動」「歩行介助」「散歩 ・運動の

援助」の6項 目。

④排泄領域では、「おむつの交換」「便尿器による床上

排泄援助」「ポータブル トイレの排泄援助」の3項 目。

⑤食生活領域;「配 ・下膳援助」「飲水援助」「食事摂取

援助」の3項 目。

⑥安全 ・安楽領域;「褥瘡予防の安楽物品貼用」の1項


目。


⑦いずれの領域にも分類できない項目では、「嘔吐時の

援助」、「死後の処置」があ り、併せて3項 目であった。

(4)ク ラスター分析による看護行為の構成

次に、生活援助技術領域45行 為を検討するために、ク

ラスター分析 を試みた(図2)。 その結果、生活環境整備

に関する援助の第1ク ラスター(室 内気候調整、病室の

整理整頓、その他の整理整頓、ベ ッドの整頓の4項 目)、

患者の日常の社会生活に関る生活援助の第2ク ラスター

(手浴、足浴、ひげ剃 り、洗髪、結髪 ・髪の手入れ、入

浴 ・シャワー浴介助、散歩 ・運動への援助等13項 目)、

重症度の高い(セ ルフケアができない)患 者への基本的

ニーズ援助の第3ク ラスター(歩 行介助、車椅子での移

動、便尿器による床上排泄援助、体位変換、配膳 ・下膳

の援助、おむつ交換、ベ ッドの操作、寝衣交換、清拭、

離床の援助、ベッドでの移動、褥瘡予防 ・安楽物品貼用

等14項 目)、患者のプライバシー保護とインフォーム ド

コンセントの第4ク ラスター(ケ ア時スクリーン開閉、
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表2臨 床場面での生活援助技術領域の看護行為実施頻度 

n=80

項 目 な し(%)月1回 以 下(%)月2・3回(%)];L$f1Aに 童回(%)i週1編 に2-3回(%)毎 目(%) 合計(%)

ベツドの艶頓 fi (7.5) 4(5.0) 6 (7.5) 9 (II.3) 23 (28.8) 31 (38.8) 79 (98.B) 

寝衣交換 3 (3.R) oco.o) 5 (6.3) 5 (6.3) 33 (41.3) 33 (Ai.3) 79 (98.8) 

リネンチェンジ 3 (3.B) d(5.0) 6 (7.5) ao (37.5) 27 (33.8) io (12.5) 80 (tOO.0) 

室内気候鰡整 a (3.6) 6(1.5) a (5.0) 5 (s.a) 18 (22.5) 42 (52.5) 78 (97.5) 

病室の整理整頓 5 (G.3) 3(3.8) 4 (5.D) iz (i5.o) 18 (22.5) 37 (46.3) 79 (48.8) 

その他の整頓 3 (3.8) 5(fi.3) 9 (Ii.3) 18 (22.5) 17 (21.3) 27 (33.8) 79 (9B.8) 

ケア時スクリーン a (3.6) t(1.3) i p.3) t (1.3) 14 U7.5) 60 (75.0) 80 (100.0) 

洗濯物の処理 15 (i$.8) R(10.0) 9 (II.3) 5 (6.3) 23 (28.8) 19 (23.8) T9 (98.B) 

歩行介助 3 (3.B) 3(3.8) 8 (10.0) 6 (?.5) 23 (28.8) 36 (45.0) 79 (98.8) 

車.椅子移動 z (2.5) 1(1.3) 5 (6.3) z (2.5) 23 (28.8) 4T (58.8) 80 poo.o) 

ベツドによる移動 z (2.5) 4(5.0) 5 (6.3) 5 (6.3) 29 (36.3) 34 (42.5) 79 (98.B) 

洗鍵 6 (7.5) 5(6.3) 11 (13.8) as (27.5) 2? (33.8) 9 (量謹.3) 80 (100.0) 

清拭 a (3.R) 1(1.3) 4 (5.0) 置 (1.3) 26 (32.5) AS (56.3) 80 (100.0) 

繕鯉 ・髪の手入れ 4 (5.0) 6(7.5) tz (15.0) 14 (1篇) za (27.5) ao (25.0) 78 (97.5) 

洗而 ・口腔鴻潔媛助 5 (6.3) 2(2,5プ b (6.3) 9 (董1.a) 18 (22.5) 39 (48.8) 78 (97.5) 

ひげ剃 り ii (13.B) 16(zo.o) 15 (t8.8) 14 (IT.5) 蓬7 (21.3) 7 (8.8) 80 (too.o) 

陰郎洗浄 5 (G.3) 4(5.0) 9 (Ii.3) is U6.3) 21 (as.a) 28 (35.0) 80 (100.o) 

手浴 6 (7.5) 10(晝2.5) ao (25.0) 16 (zo.o) 19 (23.8) 8 Uo.o) Tg (98.8) 

足浴 s (fi.3) 5ce.a) I8 (22.5) 19 (23.8) 23 (28.8) io (置2.5) BO uoo.o> 

シャワー浴 ・入浴介劬 7 (8.R? 14(t7.5) 12 U5.0) 22 (2T.5) 21 (26.3) a (5.0) 80 Uoo.o)

体位変換 a (3.R) tU.3) i U.3) 4 (5.D) 5 (6.3) 64 (80.0) 78 (9了.5) 

褥療予防 ・安楽物品貼用 z (2.5) 4(5.0) Z (2.5) 6 (7.5) 12 U5.0) 46 (57.5) T2 (90.0) 

ベツドの撫作 3 (3.B) ocn.o) a (5.0) z (2,h) 11 (13.B) 60 (T5.D) 80 UOO.o) 

抑制 ・固定 is p6.3) 14(17.5) is (20.0) 10 (12.5) 10 (12.5) 17 (21.3) 80 (100.0) 

麟床援助 a (3.R) oco.o) 6 (1.5) T ta.a) 1B (ZZ.5) 45 (56.3) 79 (98.8) 

離被架等圧迫除去 29 (36.3) 22(27.5) 6 (7.5) d (5.0) 4 (5.0) 15 U8.8) 80 Uoo.o) 

自勤 ・他勣運動援助 t　 U3.8) 6(7.5) 5 (6.3) 7 (8.8) 21 (26.3) ao (37.5) Ro (100.0) 

背 ・腹部マツサージ 7 (8.8) 7(8.B) 6 (7.5) 10 U2.5) 23 (28.8) is (3ヨ.3) 78 (97.5) 

散歩 ・運動援助 5 (fi.3) 5(6.3) 11 (13.8). 8 Uo.o) zz (27.5) az (33.8) 78 (97.5) 

含嗽援助 3 (3.6) 4(5.0) tt (裏3.8) 6 (7.6) 18 (22.5) 36 (45.0) T8 (97.5) 

飲水援助 3 (3.R) 3(3.8) 8 (10.o) to (i2.5) 14 (17.5) 41 (51.3) 79 (98.8) 

配膳 ・下膳援助 a (3.R) D(D.0) 1 (1.3) 1 U.3) is (15.0) si (76.3) 78 (97.5) 

食事摂取介助 T (A.R) 1(1.3) 5 (6.3) 8 (10.0) 24 (3α0) 34 (A2,5) 79 (98.8) 

経管栄養 26 (37..5) 置5(18.A) 2 (2.5) 5 (6.3) 7 (8.8) 24 (30.0) 79 (98.8) 

床上排・ji助(尿 ・便器) 4 (5.0) 0(0.0) s (T.5) a (2.5) 20 (25.0) A6 (57.5) 78 (9T.5) 

おむっの交換 3 (3.8) z(z.fi) i (1.3) 5 (6.3) 1B (225) 50 (62.b) T9 (98.8) 

ポ一タプルトィレ媛1功 F (fi.3) iU.3) 6 (T.5) 8 (7.5) zo (25.0) 41 (51.3) 79 (98.8) 

導尿 IO (12.5) 2t(26.3) 19 (21.B) i3 (16.3) ll (13.8) 4 (5.D) 76 (97.5) 

腸管蠕動促准 9 pI.3) 驚2(15.0) 16 (20.0) 15 t18.8) 13 (16.3) t3 (董6.3) 78 (97.5) 

浣腸 ・下剤処眠 2 (2.5) 4(5.0) !3 (18.3) 1A (22.5) 25 (31.3) 15 (IS.B) 7T (96.3) 

摘便 9 (it.a) IB(22.h) zo (25.0) 16 (20.o) 13 (16.3) z (2.b) 78 (97.6) 

ストーマのケア 44 (55.0) is(ao.o) g (1t.3) t (i.3) 2 (2.5) s (7.5) 78 (97.5) 

鴫吐時の損助 4 {5.0) i7(7.1.3) az (27.5) I3 (16.3) 14 (口.5) 9 (II.3) 79 (98.8) 

死後の処眠 2A (30.0) A2(52.5) 12 (15.0) t (1.3) 0 (0.0) 0 (0.o) 79 (9&8) 

患者 ・家族に説明 z (2.5) t(1.3) 7 (8.8) 4 (5.0) 6 (T.5) 57 (71.3) 7τ (96.3)

患 者 ・家 族 に 説 明 の2項 目)が 大 きな ま と ま りと して見 ター;0.94、 第3ク ラス ター;0.95、 第4ク ラス タ ー は2

られ た 。 な お 、 各 ク ラス ター の信 頼性 係 数 は α係 数 の算 項 目の た め 算 出 せ ず)

出 に よ り確 認 した。(第1ク ラ ス タ ー;0.82、 第2ク ラ ス
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表3生 活援助領域看護行為実施頻度の平均値 表4本 学の基礎看護技術の教授枠組み

項 目 平 均 値 問題解決 情報収集技術

配膳 下膳援助 4;59_>tai'.0& 技術 臨床判断技術

.体位 変換 4.55fsi.1:? 人間関係 カウンセリング

ケア時スグリー艶 452圭llz 技術 教育指導 璽

ヘ ジ1:ド劇 穣 塗98tl17 領域(時 間) 小項目 講義内容(時 間) 演習項目(時 間)
患考 家族に説明 43籏 『至!86

安全 ・安楽 日常生活の 日常生活の(z) 
おむづの交換 黐 歪覲23

車椅子移動 4::30士 観4
(12) 安全 ・安楽 安全 ・安楽

漕拭 4ZB戈120 治療面の 〃 治療面の安全 ・安楽(2)

攤 蒼予防 安楽粉島貽用 ・ 難2圭ll32 感染予防 感染予防、滅菌.消 毒(4) 内科的手洗い(4)
炉L齒

床圭排漉援助 ξ房≡ 便器) a2韮tt31 院内感染 滅菌 ・消毒物品の

離床援助 垂18土lti5 ,.幽 の取 り扱い

寝詼交換 凄ast:i1荏 ガ ウ万クニ7ク

麟 鑓 ル癬 磯 助 goo圭193 生活環境 生活環境の整備 生活環境、室内気候(4) 病床環境の整備 
ベッドによる移動 3.99土1.28 (40) 病床環境 へ'ッド}一キンクP(8)

室内気候調整 3。99土1.46
7#ンチェンシ'(8)

飲水援助 3.92f1.42
食事環境の整備

洗面 ・口腔清潔援助 
歩行介助

3.92t1.97

3.91土1.38

生
活 携泄環壌の整備

病室の整理整頓 
食事摂取介助

3.85t1.48

3.Sl士L52

援
助
技

治療環境の整備 診察 ・検査の介助

薬物療法(4)

診察 ・検査の介助

内服 ・座薬(4)

含嗽援助 3.79土1.47 術 注射(8)
・

ベ ツ ドの整頓 3.67t1.55 治 (皮内 ・皮下 ・筋肉)

陰部洗浄

その他の整頓 

3,56士1.50

3.54tI.42

療
処
置

包帯法 各種包帯(4)

散歩 ・運動援助 

背 ・腹部 マ ッサー ジ 

自動 ・他動運動援助 

3.5tf1.55

3.41t1.64

3.39tt.80

援
助
技
術 

体温.脈

呼吸

拍 、 観察 ・パigrifiイン

罨法

(s)

観察 ・パ イ夘剥 ン

罨法(2)

T,P,BR,R測 定

温罨法

冷罨法(4)
浣腸 ・下剤処置 
結髪 ・髪の手入れ

3.36±(.27

3.33士1.47
酸素吸入 酸素吸入(1) 鼻腔カヌラ(1)

リネ ンチ ェンジ 3.30t!.17 ぎ デtfAニ フケス 移動 x'デ イー朸 ニツウス 

洗髪 3.08士i.37 (s) 移動動作(2) 移動動作(2)

足浴 3.00f1.36 体位 体位変換 体位変換(4)

洗濯物の処理 Z.89tI.87 安楽な体位(1)

手浴 2.71t1.42 活動 ・休息 運動と活動への援助 運動と活動(4) 運動と活動への援助(4) 

腸管蠕動促進 2.64t1.61
(S) 睡眠への援助 休息と睡眠

シャワー浴 ・入浴介助 2.60±1.40 車椅子への移乗 車椅子への移乗
嘔吐時の援助 2.54±1.43

歩行の介助 歩行の介助
抑制 ・固 定

ひげ剃り

経管栄養

2.51±1.了7

2.39士1.56

2.30士2.15

渭潔

(zo)

衣殿の清潔

身体清潔への援助

衣服の清潔(4)

身体清潔への援助

寝衣交換(2) 

洗面(i)

摘便 2.15±1.34 洗髪 〔4)

導尿 2.08±1.41 入浴 ・シ ャワー(1)

雛 被架等 圧迫除 逡一 …・・ 171奪., 正9a 清拭 ・足浴(6)

;ス黍繕 ヌの森 ア1 09s韮r総 陰部 ・磐部(2)
......................... 

.死後の処礁 … ___.__.. 食生活(8) 食事への援助 食事と栄養(4) 食事の援助 〔4)

排泄 排泄への援助 排泄への援助(4) 便 ・尿器による援助(4} 

Uz) 繭 齶 グリセリン灘 易(2)

導尿 導尿 一時的導尿(2》
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亀

生 話 撰動 鼓 茄 
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環壌鎭蹴難 ・話 勳 嚢・体 鰤 嫌甕翻≡:潰 飆 翻緻 領蟻聾1 霧鑞 蝦 助鑷域蒙 蝕 漬の媛助鍾域 {安念蚕寮楽領域

・ベツドの整頓 ・寝衣交換 ・歩行介助 ・床上排泄援助 ・飲水援助 ・褥瘡予防・安楽
・リネンチェンジ ・洗濯物の処理 ・車椅子移動

(尿・便器) ・配繕 ・下膳援助 物品貼用
・室内気候調蹙 ・洗髪 ・ベツドによる ・おむつの交換 ・食事摂取介助 ・抑 制 ・固定

・病室の整理整頓 ・清拭 移動 ・排泄援助(ポータ ・経管栄養 ・離被架等圧迫除去
・その他の整頓 '結 髪・髪の手入れ ・体位変換 ブル トイレ)	 ・背 ・腹 部 マ ッサ ー

・ケア時のスクリー	 ・洗面・口腔の清潔 ・自動・他動運動 ・導尿 ジ
ン開閉 援助 援助 ・浣朋 ・下剤処置

・ペッドの操作 ・ひげ剃 り ・散歩・運動援助 ・摘便

・陰部洗浄 ・離床援助 ・ス トーマのケア

・手浴 ・腸管蟻動促進

一足浴


・入 浴 ・シ ャ ワー浴

介助
・含嗽援助

"{・・"・_た蕉1 .・.韃・'勲'1・、躰...鷲 「糠 繊「
`雲3餓 の認増 儻 轍 τき な`}懣 為蓬、・享

・嘔吐時の援助

・死後の処置

・患者・家族に説明

図1基 礎看護技術における生活援助指導領域と臨床での看護行為との対応 

RescaledDistanceClusterCombine
 

CASE 0 5 王0 15 20 25
項 目名 十 十 十 亠一十 十 十

室 内気候調整

病室の整理整頓

そ の他の整頓
ベツ ドの整頓

リネンチェンジ

洗濯物の処 理

洗髪
結髪 ・整髪

シャり一・入浴介助

自 ・他動運動援助
散歩 ・運動援助

背 ・腹部マヲサージ

手浴

足浴
ひげ剃 り

洗 面 ・口腔 清潔

飲水援助

含嗽援助
陰部洗浄

歩行介助

車椅子移動

床上排泄援助

体位変換

配 ・下膳援助
おむっ の交換

ペ ツドの操作

寝衣交換

清拭

離床援助
ベッドによる移動

褥瘡 予防安楽物品

食事摂取介助

ぎ一タプルト仆援助

経管栄養

抑制 ・固定

離被架等圧迫除去

導尿

摘便

死後の処置

腸管蠕動促進

浣腸 ・下剤処置

嘔吐時の援助
ス トーマのケア

ケア時の渺11一ン開閉

患者 ・家族 に説明

図2看 護行為のクラスター分析による樹状図
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皿.考 察

1.臨	 床での看護行為 と基礎看護技術における生活援助

指導領域 との比較

前述の結果に基づ き、基礎看護技術教育指導法を検討

した。図1で 示 したように、本研究で挙げられた生活援

助技術の看護行為45項 目のうち93.3%は 現行の指導6領

域の範畴にあった。また、実施頻度が高いとみられる平

均点3.5以 上の項目が全項 目の55.6%で あ り、一方、実施

頻度が極めて低いと思われる、平均点2,0未 満の項 目は3

項 目で全項 目の6.7%で あった。これは、生活援助は高い

頻度で実施されてお り、基礎看護技術の生活援助技術の

指導範囲はおおむね外科 ・内科病棟等の臨床で行われて

いる生活援助技術の看護行為 と一致していたといえる。

しかし、その看護行為中にも、実施頻度が極めて低い看

護行為が見られた。それ らの項 目は、基礎看護技術で教

授する必要性の有無という見地から、次項で検討する。

2.臨	 床で実施頻度が低い看護行為に関する指導

実施頻度の2.0未 満であった 「ス トーマのケア」及び現

行の指導領域に含 まれない 「嘔吐時の援助」の看護行為

も、重要な看護技術 と考えられる。 しか し、「ス トーマの

ケア」は人工肛門を持つ患者を対象とし、その基礎 とな

る疾患の病態や、排便 ・皮膚のケアには、応用的な知識

や技術を必要 とし、ボディイメージへの援助、退院後の

日常生活への適応 など、看護技術 としては高度で、2年

次に初めて看護技術を学習する学生にとっては、困難な

レベルである。また、「嘔吐時の処置」も同時に、症状の

背景にある病態を理解 して学習する必要があり、小野沢

の調査1ηでも成人看護技術 として分類している。

「死後の処置」は、人生の終末 を看取る技術 として 「1

週間に2～3回 」以上の回答が0と 、頻度は低かったが

重要な技術である。奥宮は基礎看護技術 として分類 して

いる14)が、学生にとってはもっともイメージしに くいも

のの一つであろう。終末期への援助は、ただ単に処置だ

け取 り上げて指導するよりは、むしろ、ターミナルの患

者 ・家族への援助等に、関連づけて学習す る方が効果的

であると考えられる。従って、「ス トーマのケア」「嘔吐

時の処置」「死後の処置」の3項 目は、臨床看護学の一部

として指導する方が望ましいと思われる。

一方、他の実施頻度の低 い項 目では、「離被架等による

圧迫の除去」が見 られた。臨床での実施頻度の低さにつ

いては、最近の室温等の病室環境の改善や、掛け物の軽

量化の影響があると思われる。しか し、圧迫が患者にとっ

大 阪大学看護学雑誌VoL4No,1(1998)

て安楽を妨げる要因となることを学生に気づかせること

ができ、安楽をはかるための援助を考える上で重要な技

術である。従 って、疼痛時や医療器具の装着時の安全 ・

安楽をはかる援助 として指導項目に必要である。

3.ク ラスター分析による指導法の検討

クラスター分析で抽出された看護行為は、生活環境整

備 に関する援助の第1ク ラスター、患者の日常の社会生

活 に関る生活援助の第2ク ラスター、重症度の高い(セ

ルフケアができない)患 者への基本的ニーズ援助の第3

クラスター、患者のプライバシー保護とインフォーム ド

コンセントの第4ク ラスターがまとまりとしてみ られた。

これらのクラスターは、現行の指導領域とは異なった構

成であった。以下、これらのクラスターの構成 と生活援

助技術の指導領域を比較し、検討する。

第3ク ラスターの 「最 も重症度の高い患者への基本的

二』ズ援助」を構成する看護行為は、ほとんどが実施頻

度3.5以 上で、臨床では一連の生活援助技術として重要度

が高いと思われる。第3ク ラスターを構成する看護技術

は、現行の6指 導領域でも重視されているが、指導領域

ごとに教授 している。しか しながら、 日常生活経験の少

ない学生の特性を考慮すると、別々に教授 されたこれ ら

の項目を臨床で総合して行うのは困難があると思われ、

臨床実習前に、学内演習で症例などを通 して生活援助技

術の指導を総合的に行う工夫が必要である。同様のこと

が、「患者の日常の社会生活に関る生活援助」の第2ク ラ

スターでも見られる。実施頻度は平均点2～3点 台であ

るが、いずれも患者に日常生活のリズムがもてるよう援

助 し、社会生活に関わる重要な援助である。このクラス

ターの看護行為も、患者のニーズのレベルによるまとま

りであると考えられ、重症度の高い患者への援助 と同様

の工夫が必要であろう。この様な臨床での看護行為のク

ラスターについて、次項でその指導法について考察して

いく。

一方、「生活環境整備に関する援助」の第1ク ラスター

は室内気候調整、病棟内の整理整頓やベ ッドの整頓 と

いった行為である。生活環境 については、ナイチンゲー

ルが 「看護とは、新鮮な空気、陽光、暖かさ、清潔さ、'

静かさを適切に保ち、……患者の生命力の消耗を最小に

するよう全てを整えること」と述べているようにzv、こ

れらは臨床の看護でも基本的行為群になっていると思わ

れる。様々な援助の場面で常に配慮できるよう指導する

必要性があると思われる。

最後に、「患者のプライバシー保護 とインフォーム ドコ
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ンセント」の第4ク ラスターは高頻度で実施され、生活

援助技術 を行う際に重要視 していることが示唆 された。

この点については、5.患 者の権利 を配慮 した技術指導法、

において検討を加える。

4.患	 者のニーズの レベル ごとの生活援助シミュ レー


ションの工夫


前項の、臨床看護場面における、患者のニーズのレベ

ル別の看護のまとまりは、現行の基礎看護技術の指導方

法(図1、 表2)と は一致 しておらず、おそらく学生が臨

床での実習時に困難を感じる点の一つであろう。この点

を改善するために、患者のニーズのレベル別に、様 々な

事例 を取 り上げて、生活上のニーズを分析 し、生活援助

を包括的に計画させるシミュレーション学習が効果的と

考えられる。2年 次の学生では、あまり病態の学習が進

んでいないので、複雑な疾病や病態を背景にした生活上

のニーズを考えることは困難である。 しか し、臨床場面

への早期曝露を生かし、その ときの症例を取 り上げて、

いくつかの統合 した生活援助を展開してみることは可能

ではないだろうか。また、指導法の一つ として、様 々な

視聴覚教材 を取 り入れ、患者の生活上のニーズを分析 し、

日常生活上の援助をシミュレーションして学習する方法

も考えられる。さらに、看護過程を用いて生活援助技術

を展開させることによって、問題解決型の トレーニ ング

も可能であると考える。

植村 は、 日本の伝統的教育法である、初歩的な事項か

ら段 々に高度の知識や理論を教えてい く方法である 「積

み上げ方式」について、着実な学習効果が期待でき、教

師にとって便利で教えやすいという長所を挙げている22)。

しか し、植村はこの方式について、教師の一方的ニー ド

に立脚 した(従 って学生の学習意欲を湧かさない)知 識

や技術の詰め込みとパ ターン化された問題解決能力の学

習に終始するという欠点も挙げていることに留意したい。

一方、学生の学習を動機づける方法として一般的に発見

学習方式が勧め られる。従来の看護技術学習を振 り返る

と、積み上げ方式による指導が大部分であった。しかし、

学生の動機付けや判断能力の育成には、発見学習方式や

問題解決学習を技術教育に用いることが必要である。

以上から、大学教育における具体的な指導方法として、

ある程度単純化 され、かつ現実的な生活援助上の看護問

題を提示 して、解決方法をシミュレー トさせる等 を繰 り

返しトレーニングする方法が考えられる。反面、発見学

習方式による技術指導は学生のペースで進められ、時間

がかか り、学生の評価 を適切にしないと学習効果が半減
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する恐れもある。このような諸点を配慮 して、積み上げ

方式学習、シミュ レーション学習、発見学習を組み合わ

せて、学生の能力を積極的に引 き出すことが必要であろ

う。

看護技術教育に際して学生のレディネスや看護に対す

る考え方も考慮する必要がある。正村は、「実習指導を行

う中で、学生が日常生活の援助 を見落としたり、 日常生

活の援助を実施 しながら看護 しているという自覚がな

かった り、生活指導が主な看護である患者には何 もする

ことがないと戸惑ったりしているのは、看護学生に 「日

常生活の援助」が看護観 として定着 していないためであ

る」としている23}。さらに、「健康のあらゆるレベルにあ

る人を対象に 『日常生活の援助』を基盤に据えて看護が

実践できるためには、看護とは生活過程を整えることや、

生活過程を整えることの健康への意味付けができること、

すなわち 『看護とは』『健康とは』『生活どは』の連関が

十分理解できるような教育方法の検討が必要である」 と

述べている。正村が述べたような、「日常生活の援助」が

学生の看護観の中に定着 しない要因の一つに、患者の生

活上のニーズの分析が十分でないことに注目するならば、

様々なニーズのレベルのモデルを対象に、ニーズの分析

及びケアプランを立てることを通して、看護 と生活の関

わ りを学習する方法も挙げられる。

5.患	 者の権利を配慮した技術指導法

看護は医療 ・保健サービスの一部であ り、人の体に触

れ、そのプライベー トな情報 を扱 うため、患者の権利や

法的な義務と言った倫理的 ・法的問題と常に直面 してい

る。抑制の問題は、私たち看護専門家が直面する生活援

助上の最 も倫理 ・法的問題を考えさせる援助の一つであ

ろう。その頻度は、平均順位で見れば低いが、「毎日」と

答えている病棟は21.3%に のぼ り、ある意味で日常的に

行われていると言える。'その一方、生活援助上の 「看護

行為の患者 ・家族への説明」は、71.3%の 対象者が 「毎

日」行っていると答えている。本研究では頻度のみを問

い、その内容は明らかではないが、生活援助の説明は、

治療処置技術 よりは侵襲が少ない行為が多 く、かつ 「身

の回りの世話」に類する行為が多いため、患者 ・家族に

とっては表面的には説明 しやす く、理解 されやすいだろ

う。米国看護婦協会が発表 した臨床看護実践の基準

(1991)で は、「ケアの基準」として発表 しているほとん

どの基準 にクライアン トの参加が望 ましいとうたってい

る25)。専門家として、健康問題と結びつけて、どう判断

していかなるケアを行い、それについてどう評価 してい
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るのかを、患者 ・家族に十分説明できることは、重要な

技術であると言える。これ らの説明は、一方で患者教育

や退院後の生活指導にも展開可能な技術である。

また、ケア実施時のスクリーンは基礎的と言うよりむ

しろ、看護の基本 とも言うべ き行為である。この行為 も

75.0%の 回答者が毎 日実施 している。以上のことから、基

礎看護教育では、患者の権利に対して、いっそう強調 し

てい くべきであると考える。米国では、患者の権利章典

(AmericanHospitalAssociation、1973)に よって、患

者の権利と病院及びスタッフの責任について明確に述べ

ている。我が国では、患者の権利に対する擁護や、専門

家 としての倫理 ・法的責任 を十分に配慮 した看護技術の

あ り方の検討 は、未だ十分ではない。 しかし、これから

は、看護技術教育 に積極的にこれを取 り入れて行 く必要

があるだろう。基礎看護学では、看護学概論の一部とし

て学ぶ看護の倫理を基礎 として、基礎看護技術でどのよ

うに技術として展開するかが今後の課題である。

s.ま	 と め

大学における科学的 ・実践的な基礎看護技術教育を行

うために、臨床で実際に行われている生活援助技術につ

いて内科 ・外科の看護婦80名 に質問紙調査した結果に関

連づけて生活援助技術の指導法を検討した。その結果、

以下のような示唆が得 られた。

1.生 活援助技術の範囲にある看護行為は、内科 ・外科

の一般病棟で高い頻度で実施され、各病棟で共通した基

本的技術である事が示唆された。また、臨床での生活援

助技術は、おおむね基礎看護技術の指導範囲と一致 して

いた。

2.臨 床での実施頻度が低い 「ス トーマのケア」「嘔吐

時の処置」「死後の処置」は、臨床看護学で指導するほう

が高い学習効果が望めると考えられる。一方、「離被架等

による圧迫の除去」は実施頻度が低かったが、これ らの

項目は、基礎看護技術で指導に含めて も良いと考えられ

る。

3.ク ラス ター分析によって得 られた臨床での生活援

助の看護行為 は、基礎看護技術での指導領域 と異な り、

「最 も重症度の高い患者への基本的ニーズ援助」のクラ

スター、「患者の日常の社会生活に関わる生活援助」のク

ラス ター、「生活環境整備に関する援助」のクラスター、

「患者のプライバシー保護 とインフォーム ドコンセン

ト」のクラスターという構成であった。

4.3で 明 らかになった臨床での生活援助の看護行為と

関連づけた基礎看護技術の指導法 として、生活援助技術
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にもレベルの異なるニーズをもつ患者の様々なモデルを

用いて、ニーズの分析やケアプランを立て、い くつかの

技術を統合 して行うシミュレーション学習法などが考え

られた。

5.同 様に、「患者のプライバシー保護とインフォーム

ドコンセ ント」に関する看護行為は、今 日の患者の権利

を重視する社会的背景から重要さを増 しており、生活援

助技術の指導の中でも、強化 してい く必要がある。

本研究の今後の課題は、より具体的な指導法を開発 し

てい くことであり、今回の結果に加えて実際の生活援助

技術の質的な部分 と比較検討 し、その結果を総合 して検

討することが必要である。
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